
令和２年１１月 １日 

お客さま各位 

きのくに信用金庫 

 

未利用口座管理手数料の新設に伴う普通預金規定等改定のお知らせ 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

当金庫は、長期間利用されていない口座が不正利用される被害を防止するため、令和３

年１月４日以降に開設される全ての普通預金口座（総合口座を含む）および貯蓄預金口座

につきまして、「未利用口座管理手数料」および未利用状態となった口座の自動解約に関

する定めを導入いたします。 

また、未利用口座管理手数料の新設に伴い、普通預金規定等を改定いたします。 

 

なお、本手数料は、令和２年１２月３０日以前に開設された普通預金口座（総合口座を

含む）および貯蓄預金口座、ならびに通常の入出金や口座振替等でお取引されている口座

は対象となることはありません。 

 

 何卒ご理解ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．改定する規定 

 ①普通預金（決済用普通預金を含む）規定 

 ②定期性総合口座取引規定 

 ③貯蓄預金規定 

 

２．規定改定日  令和３年１月４日 

 

 改定後の規定はこちらに掲載しております。 

 → ・普通預金（決済用普通預金を含む）規定 

   → ・定期性総合口座取引規定 

   → ・貯蓄預金規定 

 

 

 

https://www.kinokuni-shinkin.jp/setsumeisho/pdf/Futu_Kitei_20210104.pdf
https://www.kinokuni-shinkin.jp/setsumeisho/pdf/TeikiseiSogo_Kitei_20210104.pdf
https://www.kinokuni-shinkin.jp/setsumeisho/pdf/Tyotiku_Kitei_20210104.pdf


３．改定内容 

  「未利用口座管理手数料」条項の新設を行います。 

 

・普通預金（決済用普通預金を含む）規定 

なお、規定により表現が若干異なります。 

 

注１：（１）に定める一定期間は、２年とします。 

注２：（２）に定める未利用口座管理手数料の額は、１年あたり１，３２０円（税込み）

とします。 

注３：（３）に定める一定の金額は、１万円とします。 

注４：（４）に定める当金庫所定の（解約の）方法は、預金者の届出等なしに自動的に解

約する扱いとします。 

以 上 

２０．（未利用口座管理手数料） 

（１）令和３年（西暦２０２１年）１月４日以降に開設した普通預金口座は、当金庫が

定める一定期間、利息の組入れおよび本条に定める未利用口座管理手数料の引落

し以外の預入れまたは払戻しがない場合には、未利用口座となります。 

（２）未利用口座となった場合、当金庫所定の未利用口座管理手数料の対象となりま

す。 

（３）この預金口座が未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額以上となる

ことがない場合には、当金庫はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、未利

用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。 

（４）未利用口座管理手数料の引落しに際し、残高不足等により、引落しが不能となっ

た口座については、残高を未利用口座管理手数料の一部として充当し、通知をす

ることなく、当金庫所定の方法により解約することができるものとします。この

場合、未利用口座管理手数料の不足分を別途いただくことはありません。 

（５）一旦引落しになり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料は返却いたしませ

ん。また、解約した口座の再利用には応じられません。 


